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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月12日(2013.8.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配列番号１のＤＮＡヌクレオチド配列を有する、または欧州細胞カルチャーコレクショ
ン（ＥＣＡＣＣ）に受入番号０６１１２１０１として２００６年１１月２１日に寄託され
た、ニューカッスル病ウイルスクローン。
【請求項２】
　腫瘍細胞死を誘導することによる癌の治療のための薬剤、または
発生期もしくは残留癌細胞を破壊または転移巣の発達のリスクを低減する予防的生物学的
癌治療のための薬剤
の製造における、請求項１に記載のニューカッスル病ウイルスクローンの使用。
【請求項３】
　ウイルス療法を化学療法、放射線療法（α、βまたはγ線照射、Ｘ線照射、粒子照射な
ど）、免疫治療または外科手術と組み合わせる、請求項２に記載の使用。
【請求項４】
　インターフェロン感受性腫瘍性疾患、特に黒色腫、（非ホジキン）リンパ腫、白血病（
慢性骨髄性白血病、有毛細胞白血病）、乳癌、膀胱癌、腎細胞癌、頭頸部癌、カルチノイ
ド腫瘍、胆管癌、膵癌、多発性骨髄腫若しくはカポジ肉腫、ならびに多発性硬化症、尖圭
コンジローマ、肝炎、ヘルペス、リウマチ性関節炎、ベーチェット病、特発性肺疾患、ア
フタ性口内炎、重症悪性骨粗しょう症、頸部癌若しくはＳＡＲＳなどの非腫瘍性インター
フェロン感受性自己免疫およびウイルス性状態の治療用薬剤の製造における、請求項１に
記載のニューカッスル病ウイルスクローンの使用。
【請求項５】
　癌患者の痛みを低減するための治療用薬剤の製造における、請求項１に記載のニューカ
ッスル病ウイルスクローンの使用。
【請求項６】
　化学療法剤の投与の前、同時または投与の後に、請求項１に記載のニューカッスル病ウ
イルスクローンを含有する治療用薬剤を癌患者に投与する、化学療法剤による治療を受け
た癌患者の化学療法による副作用を低減するための治療用薬剤の製造における、請求項１
に記載のニューカッスル病ウイルスクローンの使用。
【請求項７】
　放射線療法の前、同時または放射線療法の後に、請求項１に記載のニューカッスル病ウ
イルスクローンを含有する治療用薬剤を癌患者に投与する、放射線療法を受けた癌患者の
放射線壊死を低減するための治療用薬剤の製造における、請求項１に記載のニューカッス
ル病ウイルスクローンの使用。
【請求項８】
　放射線療法の前、同時または放射線療法の後に、請求項１に記載のニューカッスル病ウ
イルスクローンを含有する治療用薬剤を癌患者に投与する、放射線療法を受けた癌患者の
放射線療法による急性または慢性続発症を含む副作用を低減するための治療用薬剤の製造
における、請求項１に記載のニューカッスル病ウイルスクローンの使用。
【請求項９】
癌患者の生活の質を向上するための治療用薬剤の製造における、請求項１に記載のニュー
カッスル病ウイルスクローンの使用。
【請求項１０】
　請求項１に記載のニューカッスル病ウイルスクローンを有効成分として生理学的に許容
される添加物と共に有する、癌の治療のための医薬組成物。
【請求項１１】
　精製および凍結乾燥された、請求項１に記載のニューカッスル病ウイルス。
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